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平成 26 年 11 月 21 日策定 

御嶽山噴火災害を踏まえた対応方針 

長 野 県    

は じ め に 

 平成26年９月27日に発生した御嶽山噴火災害では、57名もの尊い命が奪われ、多くの方々

が被災されました。現在も火口から４km以内の入山が規制され、木曽地域の基幹産業である観

光業に深刻な影響が出ているなど、今回の噴火災害はいまだ継続しているといえます。 

県民一丸となって復興に取り組むという姿勢を示すとともに、悲惨な火山災害が再び繰り返さ

れることがないよう、また、県民共通の財産であり、貴重な資源でもある「信州の山」と共生す

る地域づくりを進めるため、基本的な考え方、緊急かつ重点的に取り組む施策などを明らかにし

た対応方針を策定しました。 

この方針に基づき、一刻も早い復旧・復興を成し遂げるとともに、今回の噴火災害を教訓とし

て、日本最高レベルの火山防災対策や山岳の安全対策の実施に向けて、被災地をはじめ県民の皆

様、国などと連携・協力して取り組んでまいります。 

 

第１  復 興 支 援 策 

 

◇◇◇◇    基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    ◇◇◇◇    

庁内に「御嶽山噴火災害復興支援チーム」を設置し、地元自治体、商工業者及び観光業者の意

見・要望を踏まえた復興支援策をとりまとめました。 

今後、関係団体・機関等と手を携え、地域に寄り添いながら被災地の復興を支えてまいります。 

 

 

◇◇◇◇    緊急の取組緊急の取組緊急の取組緊急の取組    ◇◇◇◇    

１ 観光振興・風評被害対策  

○ 木曽の観光振興のための緊急対策 

木曽地域スキー場共通リフト券、お買い物券の提供による宿泊観光客の誘客促進、中京圏での情報発

信・ ＰＲ活動経費の支援、開田高原マイアスキー場へのヘルメット配備  

○ 木曽地域の復興応援 

県、市町村、経済団体等が呼びかけ人となって「木曽復興応援メッセージ」を発表し、企業、団体、個

人等が「自分でできること」で木曽地域を応援する運動を実施 

○ 「銀座ＮＡＧＡＮＯ」での情報発信・物産販売など大都市圏における木曽地域のＰＲ 
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２ 安全確保  

○ スキー場の安全対策 

スキー場の安全対策について、専門家の知見を踏まえ、御嶽山の噴火警戒レベルに対応した見直し

を行い、従業員への周知及び訓練を実施 

○ 活火山登山者への防災用品の配備 

噴火災害から登山者を守るため、山小屋等の避難拠点にヘルメットを配備  

○ 消防本部への救助活動用機器の配備 

火山における救助活動で必要となる火山ガス検知器を県内全消防本部に配備  

○ 各種会議への火山専門家の活用 

・ 火山防災協議会に参画する火山専門家の経費を負担 

・ 長野県防災会議に火山専門家を専門委員として委嘱 

○ 大気・水質の監視 

大気測定や水質の検査を実施 

 

３ 金融支援 

○ 中小企業融資制度資金による支援 

経営健全化支援資金（特別経営安定対策）の貸付対象者に御嶽山噴火による影響を受けた中小企業

者を追加  

○ 返済猶予や条件変更などを金融機関に要請 

○ 県庁、地方事務所の中小企業金融相談窓口や（公財）長野県中小企業振興センターで相談

受付 

 

４ 雇用確保 

○ 緊急雇用創出基金を活用した雇用確保 

○ ハローワークなどの関係機関・団体との雇用対策協議会による雇用確保 

○ 木曽地方事務所商工観光建築課に就職相談窓口を設置 

 

５ 町村支援 

○ 御嶽山噴火災害対策・復興基金の創設 

緊急の災害対策及び一刻も早い復興を支援するため、木曽町、王滝村による御嶽山噴火災害対策・

復興基金の設置を支援  

○ 災害応急対応経費に係る町村の財政需要を捕捉し、特別交付税で措置 

○ 納税猶予や減免の措置、復興財源等へのふるさと納税の活用について町村に助言 
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６ 二次災害防止 

○ 木曽町湯川、白川、西野川及び王滝村鈴ヶ沢、濁沢川において降雨に伴う土石流対策と融

雪に伴う泥流対策を実施 

○ 民有林の渓流等において土石流による林地荒廃の発生を警戒するほか、林地荒廃が発生し

た場合は、必要に応じて治山事業を実施 

○ 滝越地区孤立防止のため、関係道路の防災対策や道路整備の推進 

○ 上松御岳線、開田三岳福島線などで防災対策や道路整備の推進 

○ 木曽町湯川、西野川において護岸整備を実施 

 

７ 農業振興 

○ 地産地消キャンペーンとの連携等による「すんきまつり」の支援 

○ 「御嶽はくさい」のほ場における土壌分析・診断を支援 

 

８ 県税の減免措置等 

○ 県税の減免や納税猶予等について、木曽地方事務所税務課で相談受付  

 

９ その他 

○ ふるさと信州寄付金による支援 

・ 県寄付金サイトに木曽町、王滝村へのリンクボタン配置 

・ 寄付金の活用希望テーマに「御嶽山噴火災害の復興支援」を追加 

・ 寄付金のお礼の品として木曽地域のスキーリフト券等を追加 

○ 入山規制区域緩和を見据え、気象庁との連携を強化 

 

 

◇◇◇◇    中・長期的な取組中・長期的な取組中・長期的な取組中・長期的な取組    ◇◇◇◇    

１ 山小屋復興支援  

○ 山小屋のあり方と安全対策の検討 

・ 火口周辺の山小屋の防災機能等のあり方について、火山防災の専門家を交えて関係者と協議 

・ 個々の山小屋の被災状況を踏まえ、再建・修繕にあたって、火山噴火時の登山者の安全確保の観

点から支援を検討 

○ 食品営業許可の継続手数料の減免を検討 

 

２ 安全確保 

○ シェルター等の避難施設の整備を促進 
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３ 御嶽山火山研究所（仮称）の誘致 

○ 御嶽山の観測の強化、水蒸気爆発の予知の研究、火山の安全対策の研究等のため、研究施

設を木曽地域に誘致 

 

４ 登山道の復旧支援 

○ 被災状況や地域要望を踏まえ、登山道の早期復旧を支援 

○ 御嶽山域の噴火災害を踏まえた登山道の管理体制の再構築 

 

５ 自然環境の保護 

○ 御岳県立公園の国立公園への格上げも視野に保護と利用の方向性を検討 

○ ライチョウ生息実態緊急調査の実施 

○ 森林整備保全重点地域の指定による水源林整備の推進 

 

６ 観光振興・交流促進 

○ 木曽地域によるＰＲイベントへの出展、旅行商品造成等への財政支援を検討 

○ 各種イベント、全国会議などを木曽地域で開催 

 

７ 地域振興 

○ 入山規制の動向を踏まえ、木曽町、王滝村及び木曽地域の振興策の検討  
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第２  火山防災対策 

 

◇◇◇◇    基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    ◇◇◇◇    

火山の活動状態や周囲の居住環境、利用のされ方が異なるため、火山の防災対応は火山ごとに

検討していく必要があります。 

御嶽山噴火災害の課題や教訓を次のとおり整理し、このような悲劇が再びあってはならないと

いう決意のもと、市町村など関係機関とともに火山防災対策の充実・強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇◇◇    緊急の取組緊急の取組緊急の取組緊急の取組    ◇◇◇◇    

１ 火山防災協議会の設置 

○ 長野県及び岐阜県の関係機関や火山専門家が参加する御嶽山火山防災協議会（仮称）を  

平成 26 年 12 月 24 日に設置 

○ 長野県及び岐阜県の関係機関や火山専門家が参加する乗鞍岳火山防災協議会（仮称）を  

年度内を目途に設置 

 

２ 火山における登山者等の安全確保 

○ 火山専門家の防災会議への参画 

県防災会議の専門委員に浅間山、焼岳のほか、新たに御嶽山、乗鞍岳の火山専門家を委嘱 

○ 御嶽山噴火災害の課題・教訓を踏まえた県地域防災計画の修正 

○ 火山観測体制の強化を国に要望 

 

  

〔課題・教訓〕〔課題・教訓〕〔課題・教訓〕〔課題・教訓〕    

① 現在の観測体制では今回の噴火の予兆を捉えることができず、噴火警戒レベル１を、レベル２(火

口から１km以内立入禁止)に引き上げることはなかった。突然の噴火により大きな被害が生じた。 

② 今回の死亡者の主な死因は噴石による損傷死。死亡者は火口から１km以内で発見された。 

③ 火山周辺の居住地の被災と異なり、観光地化した火山の登山者などが被災した山頂付近での噴火

災害であった。 

④ 居住地で被災する例が多い土砂災害、地震等と異なり、登山者など不特定多数が被災したため被

災者や行方不明者の特定が困難であった。 

⑤ 3000ｍ級の火山の山頂付近という、立地条件・気象条件が厳しい場所における災害であったため、

被災者の捜索・救助活動が困難であった。 
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○ 火山情報の提供 

・ 各火山防災協議会において、緊急時における登山者等への火山防災情報の提供方法を検討 

・ 県ホームページ（防災・観光）から気象庁の火山情報のページへのリンク設定 

・ 登山道の入り口等に噴火警戒レベルの注意事項を掲示 

・ 山頂周辺における放送設備等の整備を促進 

・ 市町村へ緊急速報メールの活用を依頼 

・ 携帯電話の不感地域の解消を携帯電話各社に要望  

○ 消防本部への救助活動用機器の配備 

火山における救助活動で必要となる火山ガス検知器を県内全消防本部に配備 

○ 活火山登山者への防災用品の配備 

噴火災害から登山者を守るため、山小屋等の避難拠点にヘルメットを配備 

○ 周辺に救助･捜索用ヘリが離発着･駐機でき、部隊が駐在できる場所の確保 

火山ごとに場所を選定し、警察・消防・自衛隊と情報を共有 

 

◇◇◇◇    中・長期的な取組中・長期的な取組中・長期的な取組中・長期的な取組    ◇◇◇◇    

１ 防災対策の充実 

○ 火山防災協議会等において、ハザードマップ等の作成により住民の避難計画を策定し、関

係機関が連携して防災対策の充実を図る 

○ 24 時間常時観測が行われている隣接県の新潟焼山、草津白根山の各火山防災協議会等と

の連携を強化し、情報共有・連絡できる仕組みの構築を検討 

 

２ 御嶽山火山研究所（仮称）の誘致 

○ 御嶽山の観測の強化、水蒸気爆発の予知の研究、火山の安全対策の研究等のため、研究施

設を木曽地域に誘致 

 

３ 火山における登山者等の安全確保 

○ シェルター等の避難施設の整備を促進 

・ 山頂付近での噴石による被害を防止するため、退避壕、退避舎、退避施設(シェルター等)等の整備

に係る市町村への支援を検討するとともに、国へ要望 

・ 御嶽山を活動火山対策特別措置法の避難施設緊急整備地域へ指定するよう国へ要望 

○ 山小屋のあり方と安全対策の検討 

山小屋の防災機能について、火山防災の専門家を交えて関係者と協議し、火山噴火時の登山者の安

全確保の観点から支援を検討 

○ 火山活動に対する噴火警戒レベルの見直しを要望 

火山噴火発生前の的確な対応に結びつけることができるよう、より詳細で具体的な噴火警戒レベルの

設定を国へ要望  
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第３  山岳の安全対策 

 

◇◇◇◇    基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    ◇◇◇◇    

平成25年の山岳遭難事故は300件に達し、４年連続で過去最悪を更新する極めて憂慮すべき

状況にあります。登山は「自己責任」が原則ですが、登山者の多様化や初心者の増加など実態に

即した遭難防止対応が必要です。 

長野県は、国内外からの誘客を目指して世界水準の山岳高原観光地づくりに取り組んでおり、

誘客の前提である山を安全に楽しむための対策の充実・強化を図ります。 

 

◇◇◇◇    緊急の緊急の緊急の緊急の取組取組取組取組    ◇◇◇◇    

１ 登山の安全対策に係る条例化 

○ 日本を代表する山岳県にふさわしい登山の安全対策を推進するため、できる限り早期に「登

山安全条例（仮称）」（案）を提案 

・ これまでの山を安全に楽しむという視点に、火山防災という視点を加え、登山者が守るべき安全登山

のためのルールや県の責務・施策、市町村等の役割などを明確化 

・ 火山に限らない県内の広範な山岳を対象 

・ 登山計画書の提出義務化を前提に検討 

 

◇◇◇◇    中・長期的な中・長期的な中・長期的な中・長期的な取組取組取組取組    ◇◇◇◇    

１ 山岳遭難防止対策の強化 

○ 経験の少ない登山者の増加、遭難者の約半数が 60 歳以上という実態を踏まえた遭難防止

対策の強化 

・ 自分の力量にあった山選び支援（「山のグレーディング」の普及と隣県連携） 

・ 中高年登山者向けの啓発（自らの体力度を客観的に知る手法の普及啓発など） 

・ 登山計画書提出率 100％を目指す啓発（登山ポストの設置、登山計画書提出オンラインシステム「コン

パス」の普及など） 

・ 信州の山を熟知した「信州登山案内人」を活用した安全登山の普及（学校登山への活用） 等 

 

２ 持続的な登山道の管理体制の構築 

○ 山岳環境の保全と適正利用に係る方針の策定 

豊かな山岳環境を持続可能な形で活用していくため、各山域の特徴に応じた登山道のあり方（山域の

将来像）を踏まえ、関係行政機関、山岳関係者等で組織する長野県山岳環境連絡会で方針を策定 

○ 県下の各山域において、方針に基づく登山道の管理を推進  
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第４  御嶽山噴火災害に関する国への提案・要望事項 

 

１ 火山研究施設の設置等観測体制の強化 

○ 火山観測体制を強化するため、火山専門家等を配置した火山研究施設の木曽地域への設置 

○ 火山噴火の予兆現象を的確に把握できるようにするため、火山ごとに研究者を育成すると

ともに、観測設備の増設 

○ 噴火発生前の噴火警戒レベルの的確な運用方法、情報伝達のあり方などの見直し 

 

２ 登山者等の安全確保対策の強化 

○ 御嶽山を活動火山対策特別措置法の避難施設緊急整備地域に指定するとともに、避難施設

設置への支援を充実 

 

３ 二次災害防止対策 

○ 融雪型泥流や土石流による二次災害を防止するため、御嶽山周辺の砂防施設や治山施設等

の整備に関する技術的・財政的支援 

 

４ 復興に向けた取組への支援 

○ 雇用の確保 

緊急雇用創出基金において、町村の直接雇用を可能にするなど、要件の緩和 

○ 中小企業者のための保証枠の拡大 

御嶽山噴火の影響を受ける地域について、中小企業信用保険法第２条第５項第４号（セーフティネット

保証４号）の対象地域に指定 

○ 観光振興・風評被害対策 

木曽地域の冬季観光業を下支えするため県や市町村が実施する対策事業、風評被害を払拭する各

種情報発信に対する支援 

○ 災害対応経費等に対する財政措置 

災害対応経費等に対する適切な財源措置 




